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令和７年４月の法改正に合わせて国土交通省が編集協力した確認申請・審査マニュアル等は

以下のとおり公表されています。 

本書は、国のマニュアルにない県条例等の内容や県内の確認申請窓口に提出いただく際の留

意点等を補足するものです。確認申請等の際の申請者側、審査者側の双方の負担軽減のため、

国のマニュアルとあわせて参考にしていただけると幸いです。 

国土交通省作成マニュアル 

■建築基準法関係 
申請・審査マニュアル（ダイジェスト版）【第３版】 申請・審査マニュアル【第３版】 

  

 

 

 

軸組工法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

枠組壁工法はこちら 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物省エネ法関係 
省エネ基準適合義務制度の解説【第２版】 設計・監理資料集（住宅版） 

  

  凡例： 

凡例： マニュアル  

省エネテキスト 
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Ⅰ 申請先一覧等 

１．申請窓口一覧 

申請窓口は特定行政庁もしくは民間確認検査機関（以下、「建築主事等」という）の

いずれかに、申請者が選択して申請を行ってください。省エネ性能適合性判定申請も同

様です。 

 

鳥取県内の特定行政庁一覧 

窓口 住所・電話番号 審査対象地域 

鳥取県  

東部建築住宅事務所 

鳥取市立川町 6丁目 176  

Tel:0857-20-3648 
岩美郡、八頭郡の物件 

鳥取県 中部総合事務所 

環境建築局建築住宅課 

倉吉市東巌城町 2 

Tel:0858-23-3235 
東伯郡の物件 

鳥取県 西部総合事務所 

環境建築局建築住宅課 

米子市糀町 1丁目 160  

Tel:0859-31-9753 

境港市の物件で市の対象以外のも

の、西伯郡、日野郡の物件 

鳥取市 

都市整備部建築指導課 

鳥取市幸町 71 

Tel:0857-30-8361 
鳥取市の物件 

米子市 

都市整備部建築相談課 

米子市糀町 1丁目 160 

Tel:0 8 5 9 - 2 3 - 5 2 3 6、 5 2 3 7 
米子市の物件 

倉吉市 

建設部建築住宅課 

倉吉市葵町 722 

Tel:0858-22-8175 
倉吉市の物件 

境港市 

建設部建築営繕課 

※限定特定行政庁 

境港市上道町 3000 

Tel:0859-47-1062 

境港市の物件で以下のものに限る 

●２号建築物のうち、木造の建築物

で、地階を除く階数が２以下、延べ

面積が300平方メートル以下かつ高さ

が16メートル以下のもの 

●３号建築物 

●施行令148条に規定する工作物 

 

鳥取県内に事務所のある民間確認検査機関・登録省エネ判定機関 

窓口 住所・電話番号 審査対象地域 

（一財）鳥取県建築住宅

検査センター 

本部・鳥取事務所 

〒680-0803  

鳥取市田園町 3丁目 375 

Tel:0857-21-6702 

米子事務所 

〒683-0804 

米子市米原 9丁目 7-30 

Tel:0859-30-3247  

県内全域の物件で以下のものに限る 

全ての建築物 (延床面積 2,000 ㎡以

下)、昇降機、広告塔等及び擁壁 

ハウスプラス中国住宅保

証株式会社 

米子支店 

〒683-0823  

米子市加茂町 2-204 

 米子商工会議所ビル 

TEL：0859-37-2801 

県内全域の物件 
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２．建築確認手続きが必要な規模（建築物） 

下表の区分により確認申請等の要否を確認してください。 

 

構造・階数 規模 工事種別 

都市計画区域内 都市計画区域外 

右欄以

外 

防火・

準防火

地域 

 
要確

認地

域 

レッド

区域内 

１号建築物 

特殊建築物 
（旅館、店舗、

飲食店、児童福

祉施設 等） 

当該用途の

床 面 積 が

200 ㎡を超

えるもの 

新築 ○ ○ ○ ○ ○ 

増築,改築,移転 ○ ○ ○ ○ ○ 

 10㎡以内 － ○ － － － 

大規模な修繕・

模様替え 
○ ○ ○ ○ ○ 

用途変更 ○ ○ ○ ○ ○ 

２号 

建築物 

すべての構

造の建築物

（用途問わ

ず） 

階数が２以

上 

又は床面積

200 ㎡を超

えるもの 

新築 ○ ○ ○ ○ ○ 

増築,改築,移転 ○ ○ ○ ○ ○ 

 10㎡以内 － ○ － － － 

大規模な修繕・

模様替え 
○ ○ ○ ○ ○ 

３号 

建築物 

すべての構

造の建築物

（用途問わ

ず） 

平屋かつ床

面積 200㎡

以下のもの 

新築 ○ ○ － ○ ○ 

増築,改築,移転 ○ ○ － ○ ○ 

 
10㎡以内 － ○ － － － 

大規模な修繕・

模様替 
－ － － － － 
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【参考】確認申請が必要な建築物の区分け 

 

 

 

 
 

  

【１号、２号建築物の場合】 

・省エネ基準対象の建築物は仕様基準を活用する場合

は確認申請時に審査をします。 

・省エネ適合性判定を申請する場合、省エネ適合性判

定通知書の提出が必要です。 

平屋かつ延べ面積 200 ㎡以下で、全てが

NO なら申請不要 

１号建築物 

２号建築物 

３号建築物 



6 

【参考】レッド区域での確認申請の扱い 

３号建築物に係る確認申請要否の判断 

 

 
【参考】土砂災害が発生するおそれのある箇所 

県治山砂防課では、新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所（土砂災害警戒区

域等の新規調査候補箇所）」を約 7,200箇所（令和７年５月時点）抽出・公表し、基礎調査を

実施しています。調査の結果、レッド区域に指定された場合、居室を有する建築物の建

築行為は構造規制の対象となります。 

建設予定地が公表箇所に該当していないかご確認の上、計画をお願いします。 

詳しくはこちら → ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/323310.htm 

＜お問合せ先＞鳥取県 県土整備部 河川港湾局治山砂防課 企画調査担当 

電話：0857-26-7819 FAX：0857-26-8130  

メール：chisansabou@pref.tottori.lg.jp 

建築物 建築確認 構造規制

① レッド区域外 不要 適用外

② レッド区域内 必要 適用

③ レッド区域内 レッド区域 必要 適用

④ レッド区域外 レッド区域 不要 適用外

⑤ レッド区域外 不要 適用外

⑥ レッド区域内 不要 適用

⑦ レッド区域内 レッド区域 都市計画区域 必要 適用

⑧ レッド区域内 都市計画区域 必要 適用

⑨ レッド区域外 レッド区域 都市計画区域 必要 適用外

⑩ レッド区域内 レッド区域 必要 適用

⑪ レッド区域内 レッド区域 都市計画区域 必要 適用

⑫ レッド区域外 都市計画区域 必要 適用外

敷地過半
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Ⅱ 確認申請に添付する書類の改正点 

１．確認申請時に必要な書類の合理化 

旧４号から２号に移る建築物のうち、仕様規定のみで構造安全性を確認する計画につ

いては、必要事項を仕様表等に記載することで、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び

軸組図の添付が省略できるなど、添付図書の合理化が図られていましたが、改正建築基

準法の全面施行時（令和７年４月１日）において、旧４号建築物のうち、審査省略対象

から外れるものについて、新たに、提出図書等の合理化が図られました。 

 

【参考】改正前後の提出書類の変更点 

 

【参考】提出図書等の合理化 

 

仕様表の添付に

より、左記の図

面が添付不要。 

 

（旧４号） 
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２．省エネ基準を仕様基準による場合の必要書類（住宅のみ） 

詳細は国土交通省作成のテキストをご覧ください。 

種別 記載項目 記載する設計図書の例 

外皮 

仕様基準の対象部位 平面図、断面図 

建築物の種類（建て方） 平面図 

部位の構造及び工法  平面図、断面図 

平面図、断面図 平面図、断面図 

断熱材の施工法 平面図、断面図 

部位の熱貫流率 平面図、断面図、熱貫流率計算書 

部位の断熱材の熱抵抗値 仕様書、平面図、断面図 

開口部の熱貫流率 仕様書、平面図 

窓の日射熱取得率 仕様書、平面図 

ガラスの日射熱取得率 仕様書、平面図 

付属部材の有無 平面図、断面図 

ひさし、軒等の有無 断面図、立面図 

暖房設備 暖房方式 仕様書、平面図 

暖房設備の種類及びその効率 仕様書、平面図 

冷房設備 冷房方式 仕様書、平面図 

冷房設備の種類及びその効率 仕様書、平面図 

換気設備 比消費電力 仕様書 

換気方式 仕様書、平面図 

ダクトの内径 仕様書、平面図 

電動機の仕様 仕様書 

照明設備 非居室の照明設備の種類 仕様書、平面図 

給湯設備 給湯機の種類 仕様書、平面図 

給湯機の効率等 仕様書 

 

上表に示す建材又は設備機器等の種別や性能値等を設計図書に記載する際は、当該性能値等は、

国立研究開発法人建築研究所が定めＨＰ上で公開する技術情報

（https://www.kenken.go.jp/becc/、以下「建研技術情報」という。）に記載する JIS 等の規

格に基づく種別、性能値等であることが必要となる。このため、設計図書等には性能値等の根拠と

なる規格等に関する情報を明示することが必要となる。 
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３．省エネ基準を省エネ適合性判定による場合の必要書類 

省エネ適判を受けている場合は、申請者が省エネ適判機関から発行される省エネ適合

性判定通知書を、建築確認申請を行っている建築主事等に提出する必要があります。 

     

提出が必要な書類 

・省エネ適合性判定通知書またはその写し ※省エネ適判機関等が発行したもの 

・計画書またはその写し ※省エネ適判機関の確認印があるもの 

４．設計住宅性能評価等により省エネ適判を省略する場合 

設計住宅性能評価を受ける場合（長期優良住宅の認定書及び長期使用構造等の確認書

を提出する場合も同様）は、申請者が建築主事等に宣誓書を提出する必要があります。 

期日までに評価書を提出できない場合は、宣誓書を取り下げ、省エネ適判を申請する

必要があります。 
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Ⅲ 確認申請の様式 

１．確認申請書の様式について 

令和７年４月１日に様式が改正されましたが、経過措置の終了により令和８年４月１

日に様式が再度改正されています。 

確認申請様式の記載例と注意事項は巻末資料の 58ページ以降をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

第三面 ※１８の特例部分の経過措置（～R8.3.31）が削除 

「18 特例部分の 

経過措置」削除 
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第四面 ※１１の特例部分の項目の追加（R7.4.1～） 

構造計算適合

性判定の省略

（ルート 2 主

事）、審査の適

用が有る場合の

特例の区分 
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２．チェックリスト 

国マニュアルの記載にあるチェックリストに、鳥取県建築基準法施行条例、鳥取県建

築基準法施行細則、取扱い等やその他注意いただきたい点等をまとめた鳥取県補足版チ

ェックリストを巻末資料 45ページ以降に掲載していますので、参考にしてください。 

 

【参考】チェックリストの一部抜粋 
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Ⅳ 図面記載例の補足とよくある指摘 

１．共通事項 

（１）図面の描写   

 ・線種、線幅が同一で記載内容が不明瞭（パソコンの画面上は色分けされているが、

印刷では見づらい） 

（例）配置図－軒先ラインと排水経路の記載が同一 

   平面図－バルコニー部分の開口部と袖壁部分の記載が同一 

           玄関框と間仕切り壁の記載が同一 

   立面図－タイル割の記載があり出隅・入隅が不明瞭 

・寸法、文字の記載が小さい、重なっていて読めない 

・算出根拠が不明な数値を記載している 

（例）平均天井高さの記載があるが、計算式を記載していない 

・凡例の不記載、不整合がある。（他図面共通） 

 

（２）面積、数値の端数処理 

・敷地面積、建築面積、床面積、途中計算は省略せずに合計した後、小数点以下第３位

を切捨て 

・壁量計算等構造の床面積は切上げ 

・上記以外は不利な方に切上げ、切捨て 

(例)採光計算（法第 28条）について 

   室面積（切上げ）/７＝必要採光面積（切上げ） 

   設計採光面積＝採光補正係数（切捨て）×建具面積（切捨て） 

 

（３）図面の記載内容について 

・確認申請図書の作成例（ダイジェスト版、詳細版共）は記載例なので個々の内容に

より必要に応じて加筆・削除して作成してください。 

・一の図面に各内容を記載することにより図面が繁雑となり見えづらくなる場合は、

他の図面に内容を記載する、もしくは、別図面を作成することが考えられます。 

（例）平面図（縮尺 1/100程度）に外部建具の下記の内容を全て記載すると、以下の記載

が必要になると考えられます。凡例でまとめて記載できる場合は内容を省略できます

が、各仕様がそれぞれ違う場合は各内容についての記載が必要となります。 

・建具記号、建具形態、建具サイズ、開放角度、取付高さ、採光補正係数のｄ寸法 

（法第 28条の採光、換気計算に必要な記載） 

（令第 116条の２第１項第二号の計算に必要な記載） 

・建具サッシ枠、ガラス、庇等の付属部材等の仕様（省エネ基準に必要な記載） 

・防火設備の記載（防火・準防火地域内で延焼の恐れのある部分の開口部）等 

・建築物規模、計画内容にもよりますが、必要に応じて、次の①～③を参考に図面を

作成してください。 

①平面図に建具記号を記載して、別図で建具表を作成する 

②平面図の縮尺を拡大する（縮尺 1/50） 

③省エネ基準については別図を作成する 
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（４）建築確認申請図書の記載内容の重複について 

・設計図書に記載する内容が各図面に重複して記載されている場合がありますが、必要

以上に記載する必要ありません。 

（例）面積表（敷地面積、建築面積、各床面積、建蔽率、容積率等）を配置図、求積図、

平面図それぞれに記載 

      →面積の訂正があった場合、配置図、平面図の訂正も必要になります。 
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２．図面の記載例と注意事項 

 

 

 
 

 

 

マニュアル 

県の補足説明 ダイジェスト版に記載の内容 
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（１）よくある指摘（仕様表） 

（基礎、地盤調査） 

 ・地盤の許容応力度の根拠となる地盤調査資料や、地盤改良の設計図書の添付がな 

い。 

 ・地盤調査資料の許容応力度と整合していない。 

給湯設備の転倒防止「設置場所、質量、アスペクト比（幅又は奥

行の小さい方に対する高さの比）に対するアンカーボルトの種

類、本数、引張耐力」 
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 ・鉄筋のサイズが図面と整合していない。 

（屋根ふき材等） 

 ・金属板であるのに、マニュアルに例示されている瓦の固定方法のままになってい 

る。 

（柱の小径） 

 ・横架材相互の垂直距離が、申請書５面、断面図等と整合していない。 

 ・内法寸法の比率や有効細長比が間違っている。 

（継手・仕口） 

 ・その他の柱頭・柱脚の金物の記載が図面と整合していない。 

（換気設備） 

 ・シックハウスの設備図等と内容が整合していない。 

（建築設備の構造強度） 

 ・給湯設備があるのに、「該当なし」となっている。 

※全般的に 

 ・該当がないはずの項目に記載されている。 

 ・必要に応じて、該当のない項目は削除、あるいは斜線を引くこと。 

 

 

  


